
すべての企業が対象に！

厚生労働省が
ストレスチェックの
義務化を発表

厚生労働省が
ストレスチェックの
義務化を発表

簡単な自己診断で従業員のメンタルヘルスを把握し、必要に応じて医師のサポートにつなげる

制度です。心身の不調を防ぐには早期ケアが重要とされ、労災認定の件数が過去最多となる

中、全事業所での実施が閣議決定されました。これまで対象外だった50人未満の企業も、令

和7年5月に成立した改正法により、公布から3年以内に実施が義務づけられます。

「企業のよくあるお悩み」

高ストレス者への
アフターフォローは
どうしたらいいか…

紙だと集計が
手間なんだよな…

ストレスチェックの
回答率が低くて

困る…

紙での実施や
個人情報の
管理が大変…

ストレスチェックとは？

ストレスチェック義務化！！

50人未満の企業も

そのお悩み、 が解決します！！

詳細は
裏面→

制度・リスク・解決策
をわかりやすく解説

これ１本で全体把握!!

おりこうブログHRの
4ステップ解説

義務化にも対応!!YouTubeで「ストレスチェック」に
ついての解説動画を公開中！



ストレスチェックに役立つソリューション

弊社では、企業様のストレスチェックや健康経営®に役立つソリューション

『おりこうブログHR』を提供しております。ストレスチェックの実施にお役

立ちできる機能を多数搭載！ また、健康経営のスタートから、既に取り組

み始めている企業様のサポートも可能です。

企業の「健康経営」への取り組みは、ぜひおりこうブログHRをご活用ください

従業員の健康に対する意識を高め、健康経営の理解を深めるために、「健

康情報動画機能」や「健康診断アドバイス」などの機能をご用意。従業員の

健康意識の向上や、健康経営の定着をサポートします。

他にも健康経営に役立つ機能を多数塔載！

企業の健康経営の導入・運用を支援するサービスとして、『健康経営スタートパック』を

ご用意しています。初めて取り組む企業や、健康経営優良法人認定の取得を目指す企

業など、ニーズに応じた多様なプランをご提供。健康経営アドバイザーの資格を持つ専

門スタッフが、みなさまの健康経営にお力添えいたします。

※本資料に掲載の内容は2026年3月現在のものです。HRSC260331(Ver.1.2)

Tel.050-3816-0075   Fax.0120-269-489

●詳しい内容につきましては、担当者または下記までお気軽にお尋ねください。

［本        社］〒852-8003 長崎県長崎市旭町6-1 タワーシティ長崎タワーコート1F
［販 売 本 部］〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー 12F

ディーエスブランドプロモーションサイト https://ds-b.jp

《お問い合わせはこちら》

https://oricoh-blog.com/hr/URL または、おりこうブログ HR 検索の詳細は、

おりこうブログHRならサポートも充実!!

健康経営の運用をサポートする支援サービスもご用意！健康経営の運用をサポートする支援サービスもご用意！

おりこうブログHRのおもな機能

厚生労働省のガイドラインに則った、「ストレスチェック機能」を搭

載。Web上ですべて完結するため紙の印刷も不要です。未回答者へ

のメール送信や、集計・分析にも対応しているため、自社の課題も特

定可能。ストレスの可視化と効果的な健康改善対策に貢献します。

ストレスチェック機能
質問から回答・集計までWeb上で完結！

従業員の健康を促進し、企業価値の向上に

機能１

専門の産業医にオンラインで気軽に相談でる「オンランイン産業医相

談機能」を搭載。従業員による心身の不調の相談はもちろん、ストレス

チェックの進め方や高ストレス者への対応方法ついて担当者がアドバ

イスを受けることも可能です。

オンライン産業医相談
アフターフォローもばっちり！機能2

健康経営は従業員の健康を促進し、企業価値向上に効果的です！
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